
【R3.3.1時点】

FAQ（事業継続支援給付金について）

1　総論

① 事業継続支援給付金とはどのようなものですか？
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、長崎県下全域に特別警戒警報、長崎
市内に緊急事態宣言を発令したことに伴い、事業活動に大きな影響を受けている事業者
等を支援するための給付金です。

② 給付金の金額は？
１事業者あたり２０万円です。

※別途、各市町で独自の取り組みを追加する場合があります。

③
どのような場合に事業継続支援給付金を申請できます
か？

次の(1)～(3)の要件のすべてに該当する事業者が申請できます。

(1)長崎県下全域への特別警戒警報、長崎市内への緊急事態宣言の発令に伴い、次の①～
③のいずれかにより、令和３年１月または２月の売上高（申請者が営む事業の全売上
高）が対前年比（または前々年比）で５０％以上減少していること。
①県の営業時間短縮要請に応じた飲食店等と直接・間接の取引があること
②県内における不要不急の外出・移動自粛による直接的な影響を受けたこと
③長崎市において、営業時間短縮要請協力金の対象となる飲食店・遊興施設以外で時短
営業の依頼に協力したこと（運動施設、映画館等）

(2)法人の場合は本店または主たる事業所が、個人事業主の場合はその者の住所が県内に
あること

(3)各市町の営業時間短縮要請協力金を受給していない（しない）こと

※別途、各市町で基準を設ける場合があります。

④
どこに申請すれば良いですか？
また、申請書類はどこで入手できますか？

申請先は、法人の場合は「本社が所在する市町」、個人事業主の場合は「お住まいの市
町」になります。まだ検討段階の市町が多いですが、申請書類の入手方法等について
は、申請先の市町にご確認ください。

⑤ いつから申請できますか？ 申請先の市町によって異なります。
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２　対象事業者

① どんな業種が対象になりますか？

飲食料品・おしぼりなど飲食業に提供される物やサービスの供給事業者、農業・漁業者
等、ホテル・旅館、土産物店、タクシーなどの事業者等を想定していますが、要件に合
致している場合、幅広い業種が対象となります。

※別途、市町で基準を設ける場合があります。

② 対象にならない業種は？

原則として、要件に合致していれば業種を問わず対象となります。
但し、国に準じ、以下のいずれかに該当する場合は対象外としています。
・法人税法別表第一に規定する公共法人
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営
業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
・政治団体
・宗教上の組織若しくは団体
・上記のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと知事が判断する者

※別途、市町で基準を設ける場合があります。

③ 複数の店舗がある場合、店舗の数だけ申請できますか？ できません。１事業者につき１件の申請となります。

④
法人の本社は長崎県内にありますが、店舗は県外のみで
す。この場合、給付金の対象となりますか？

要件を満たす場合は対象となります。

⑤
法人の本社が長崎県外にあります。店舗は県内にあるの
ですが、給付金の対象となりますか？

対象となりません。法人の場合は本店または主たる事業所が、長崎県内にあることが要
件のひとつとなっています。

⑥
創業して１年経っておらず、令和２年２月以前の売上が
ありません。売上高の比較はどうすれば良いですか？

創業の時期により令和２年１月または２月の売上高の算定ができない事業者について
は、以下の対応をお願いします。

【令和２年２月２日から令和２年１１月１日までに創業した事業者】
「令和２年２月分の売上」か「令和２年２月から令和２年１２月までのうちの任意の連
続する２か月分の売上の平均月額」のいずれか高い方を令和２年１月または２月の売上
高とみなします。

【令和２年１１月２日から令和２年１２月末日までに創業した事業者】
「令和２年１２月分の売上」か「令和２年１１月分及び同年１２月分の売上の平均月額
かのいずれか高い方を令和２年１月または２月の売上高とみなします。

⑦
趣味の家庭菜園で作った野菜を知人に安価で譲っていま
す。対象になりますか？

対象になりません。給付金の対象は、事業を営む事業者です。
なお、事業者であることを確認するため、申請時には確定申告書（写し）等が必要で
す。
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３　申請手続き

① 申請には、どういった書類が必要ですか？

申請先が定める様式に加え、以下の書類の写し（コピー）が必要となります。
・事業内容が確認できる書類
　　例：確定申告書、営業許可証、法人登記簿謄本（全部事項証明書）、開業届など
・月別売上高が確認できる帳簿等
・振込先口座の通帳
・本人確認書類（個人事業主の場合）
　　例：運転免許証、健康保険証など

※別途、各市町で添付書類を求める場合があります。

②
「県の営業時間短縮要請に応じた飲食店等と直接・間接
の取引があること」をどのように証明すればよいです
か？

以下の書類を用意し、求められた場合に提出できるよう保管してください。
（市町によって異なる場合があります）

【飲食店と直接取引をしている事業者】
・飲食店の基本情報が分かる書類（以下を記したメモなど）
　　名称、連絡先、所在地、法人番号（法人の場合）、営業許可番号　等
・飲食店との取引を示す書類
　　例：売上台帳、請求書・納品書・領収書等の帳票、取引内容が分かる通帳　等

【その他の事業者】
・取引先の基本情報が分かる書類（以下を記したメモなど）
　　名称、連絡先、所在地、法人番号（法人の場合）　等
・取引先との取引を示す書類
　　例：売上台帳、請求書・納品書・領収書等の帳票、取引内容が分かる通帳　等
・申請者の商品が当該飲食店等に届いていることを示す書類
　　例：取引先が当該飲食店等と取引していることを示す書類　等

③
「県内における不要不急の外出・移動自粛による直接的
な影響を受けたこと」をどのように証明すればよいです
か？

以下の書類を用意し、求められた場合に提出できるよう保管してください。
（市町によって異なる場合があります）
・主に対面で商品やサービスの提供を行っていることを確認できる書類
　　例：商品・サービスの一覧表、店舗写真　等

④
「長崎市において時短営業の依頼に協力したこと」をど
のように証明すればよいですか？

以下の書類を用意し、求められた場合に提出できるよう保管してください。
（市町によって異なる場合があります）
・営業時間短縮等の依頼に協力した状況を確認できる書類
　　例：時短営業のお知らせ（貼紙等）を店舗に掲示している写真、
　　　　時短営業をお知らせしたホームページやＳＮＳの画面を印刷したもの　等
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